
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
三
十
三
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
八
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「

、
犯
罪

者
予
防
更
生
法
」
を
「
並
び
に
犯
罪
者
予
防
更
生
法
」
に
改
め
、
「
並
び
に
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
八
十
九
号
）
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
二
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
は
、
構
造
改
革

特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
前
の
見
出
し
中
「
監
獄
法
等
」
を
「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
等
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
特
定
行
刑
施
設
」
を
「
特
定
刑
事
施
設
」
に
、
「
監
獄
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
一
条
第
一



項
に
規
定
す
る
監
獄
」
を
「
刑
事
施
設
（
刑
事
施
設
ニ
於
ケ
ル
刑
事
被
告
人
ノ
収
容
等
ニ
関
ス
ル
法
律
（
明
治
四
十
一
年
法

律
第
二
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
代
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
法
」
を
「
刑

事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
」
に
、
「
付
設
さ
れ
た
」
を
「
附
置
さ
れ

た
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
監
房
」
を
「
居
室
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

被
収
容
者
が
収
容
の
際
に
所
持
す
る
現
金
及
び
物
品
そ
の
他
の
金
品
に
つ
い
て
領
置
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
た
め
に

必
要
な
検
査
の
実
施

第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
行
刑
施
設
」
を
「
特
定
刑
事
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
特
定
行
刑
施
設
」
を
「
特
定
刑
事
施
設
」
に
、
「
監
獄
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
獄

」
を
「
刑
事
施
設
」
に
、
「
付
設
さ
れ
た
」
を
「
附
置
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
中
「
特
定
行
刑
施
設
」
を
「
特
定
刑
事
施
設
」
に
改
め
る
。


